
は

じ

め

に
あ

の

う

奈
良
県
五
條
市
賀
名
生
の
旧
家
・
堀
家
に
後
醍
醐
天
皇
か
ら
下

賜
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
駅
鈴
」
が
あ
る
。
現
在
こ
の
駅
鈴
は

〈
五
條
市
賀
名
生
の
里

歴
史
民
俗
資
料
館
〉
に
寄
託
、
展
示
さ

れ
て
い
る
。

ま
ず
は
こ
の
駅
鈴
を
紹
介
し
た
文
献
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

一
九
二
三
年
（
大
正
一
二
）

『
奈
良
県
吉
野
郡
史
料
』
下
巻
（
三
七
七
〜
七
八
頁
）

賀
名
生
行
宮
跡

家
（
堀
家
）
に
延
元
（
一
三
三
六
〜
四
〇
）
正
平
（
一
三
四
六

〜
七
〇
）
の
際
、
帝
よ
り
賜
は
る
御
物
を
蔵
せ
り
。

一
、
三
社
御
神
号
御
旗

一
、
日
章
旗
（
共
に
集
古
十
種
旌
旗
部
に
出
づ
）

一
、
鷹
羽
印
旗

同

一
、
御
笛

（
一
節
切
尺
八
以
堆
朱
画
飛
竜
）

一
、
駅
鈴

一
、
陣
鐘

（
此
も
集
古
十
種
に
出
づ
）

一
、
御
物
短
刀（
明
治
六
年
宮
内
省
に
献
上
し
目
録
を
拝
受
す
）

其
他
、
尚
蔵
す
る
も
の
あ
る
も
略
す
。

一
九
三
八
年
（
昭
和
一
三
）

杉
本
保
弘
『
史
蹟
と
名
勝

賀
名
生
巡
礼
』（
三
〇
頁
）

賀
名
生
の
行
宮
、
和
田
堀
家

当
家
に
は
宝
物
と
し
て
三
社
神
号
の
御
旗
、
日
章
旗
、
鷹
生
羽

﹇
研
究
ノ
ー
ト
﹈賀

名
生
に
伝
わ
る
鬼
面
駅
鈴

伊

藤

純
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違
旗
、
御
笛
、
駅
鈴
、
梵
鐘
な
ど
を
代
々
受
け
継
い
で
い
る
。

一
九
六
三
年
（
昭
和
三
八
）
『
西
吉
野
村
史
』（
六
一
七
頁
）

堀
家
に
は
い
ろ
い
ろ
な
宝
物
が
あ
る
が
、
金
石
文
関
係
で
は
隆

慶
六
年
（
中
国
明
代
一
五
七
二
年
）
の
馬
牌
や
、
天
慶
二
年

（
九
三
九
）
の
刻
銘
の
あ
る
駅
鈴
が
あ
る
が
ま
だ
研
究
の
余
地

は
あ
る
。

な
お
『
賀
名
生
村
史
』（
一
九
五
九
年
）
は
、
堀
家
の
宝
物
を

紹
介
し
て
い
る
が
、
駅
鈴
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
堀
家
伝
来
の
品
々
の
中
に
駅
鈴
が
あ
る
と
い
っ

た
文
字
の
み
報
告
で
、
写
真
や
図
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
駅
鈴
は
小
笠
原
彰
「
駅
鈴

え
き
れ

い
」（
五
條
の
歴
史
を
探
る

九
一
回
『
広
報
五
條
』
八
〇
九
号

二
〇
一
六
年
三
月
）
で
「
後
醍
醐
天
皇
の
下
賜
品
と
伝
わ
る
駅

鈴
」
の
タ
イ
ト
ル
で
小
さ
な
写
真
、
歴
史
民
俗
資
料
館
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
で
も
小
さ
な
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
み
と
思
わ
れ

る
。し

た
が
っ
て
、
こ
の
駅
鈴
（
駅
鈴
と
呼
ぶ
の
が
正
確
か
否
か
は

別
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
「
駅
鈴
」
と
さ
れ
て
き
た
の
で
駅
鈴
の
用

語
を
用
い
る
）
の
真
上
か
ら
の
写
真
、
計
測
値
だ
け
で
も
報
告
す

る
意
味
は
あ
る
と
思
い
、
小
文
を
草
す
る
次
第
で
あ
る
。

賀
名
生
駅
鈴
の
事
実

全
長
二
九
．
三
㎝
、
鈴
の
部
分
の
幅
（
左
右
）
は
一
一
．
三

㎝
、
鈴
部
分
の
厚
さ
は
六
．
二
㎝
。

鈴
の
部
分
に
は
鬼
の
よ
う
な
顔
が
凸
線
で
表
現
さ
れ
る
。
後
段
で

類
品
を
見
て
い
く
が
、
鬼
面
駅
鈴
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
酷
似

し
て
い
る
。
断
面
円
形
の
握
り
の
部
分
の
上
端
に
は
ぐ
る
り
と
一

周
す
る
三
本
の
凹
線
、
下
端
に
も
浅
い
が
一
周
す
る
三
本
の
凹
線

が
施
さ
れ
る
。
上
端
・
下
端
の
凹
線
は
、
鋳
造
品
と
し
て
出
来
上

が
っ
た
後
に
、
鏨
で
刻
ま
れ
た
線
刻
で
は
な
い
。
製
作
途
上
、
鋳

型
の
段
階
で
準
備
さ
れ
、
熔
け
た
金
属
が
鋳
込
ま
れ
、
凹
線
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。

鬼
面
が
表
現
さ
れ
た
反
対
側
（
裏
面
）
に
は
文
字
が
刻
ま
れ
て

い
る
。天

慶
二

己
亥

年

三
月
十
一
日

― ４０ ―
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こ
の
文
字
は
本
体
完
成
後
に
刻
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
極
め
て

浅
い
彫
り
で
、
注
意
深
く
観
察
し
な
い
と
読
み
取
れ
な
い
。

以
上
、
私
が
実
見
し
、
認
識
で
き
た
事
実
で
あ
る
。
資
料
紹
介

な
の
で
右
記
の
事
実
を
提
示
し
、
こ
れ
で
報
文
終
了
も
あ
り
う
る

が
、
観
察
を
通
じ
、
あ
る
い
は
世
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
類
品
を
見

る
に
つ
け
、
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
も
生
じ
た
の
で
、
駄
文
を
続
け
た

い
。

裏
面
に
刻
ま
れ
た
文
字

裏
面
の
文
字
は
、
本
体
が
完
成
さ
れ
た
後
に
刻
ま
れ
て
（
施
さ

れ
て
）
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
る
。
本
体
完
成
直

後
、
間
を
お
か
ず
に
こ
の
文
字
が
刻
ま
れ
た
な
ら
ば
、
こ
の
駅
鈴

は
天
慶
二
年
（
九
三
九
）、
朱
雀
天
皇
の
時
代
に
鋳
造
さ
れ
た
と

判
断
で
き
る
。
し
か
し
、
彫
ら
れ
て
い
る
線
は
非
常
に
浅
く
、
注

意
深
く
観
察
し
な
い
と
「
天
慶
二
己
亥
年

三
月
十
一
日
」
は
読

み
取
れ
な
い
。
相
当
な
照
明
を
し
な
い
と
、
撮
影
で
き
な
い
ほ
ど

の
浅
い
線
刻
で
あ
る
。
充
分
な
機
材
を
準
備
し
て
い
な
か
っ
た
私

は
、
こ
の
線
刻
文
字
を
撮
影
で
き
な
か
っ
た
。

本
体
の
駅
鈴
に
と
っ
て
「
天
慶
二
己
亥
年

三
月
十
一
日
」
が

重
要
か
つ
不
可
分
の
内
容
な
ら
ば
、
も
っ
と
し
っ
か
り
と
鏨
を
打

ち
込
む
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
本
体
完
成
後
の
追
刻
と
い
う
方

法
で
は
な
く
、
鋳
型
の
段
階
で
文
字
の
準
備
も
で
き
た
は
ず
で
あ

る
。こ

の
文
字
は
本
体
完
成
後
に
刻
ま
れ
た
文
字
な
の
で
、
理
屈
の

上
で
は
文
字
が
刻
ま
れ
た
の
は
一
〇
年
後
で
も
、
一
〇
〇
年
後
、

極
端
に
言
え
ば
数
百
年
後
に
刻
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
、
天
慶
二
年
（
九
三
九
）
と
い
う
年
紀

と
、
駅
鈴
の
製
作
時
期
を
切
り
離
し
て
考
え
て
み
た
い
。

天
慶
二
年
（
九
三
九
）
三
月
の
で
き
ご
と

天
慶
と
い
う
年
号
で
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、「
平
将
門
の
乱
」
で

あ
る
。『
将
門
記
』
に
よ
れ
ば
、
武
蔵
国
庁
で
検
注
を
め
ぐ
り
、

着
任
予
定
の
国
司
と
郡
司
の
対
立
が
生
じ
た
。
こ
の
事
態
に
対
し

て
平
将
門
は
武
蔵
国
庁
の
紛
争
を
調
停
す
る
た
め
に
出
兵
し
、
国

お
き
よ
お
う

む
さ
し
の
た
け
し
ば

司
権
守
・
興
世
王
と
郡
司
・
武
蔵
武
芝
を
和
解
さ
せ
た
。
し
か

み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

し
、
国
司
側
の
ひ
と
り
源
経
基
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
疑
い
、

上
洛
し
平
将
門
ら
の
謀
叛
の
疑
い
を
朝
廷
・
太
政
官
に
奏
上
し

た
。「
平
将
門
の
乱
」
の
一
連
の
過
程
で
画
期
と
な
る
源
経
基
の
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行
動
は
天
慶
二
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
経
基
が
太
政
官
へ
謀
叛

の
疑
い
を
奏
上
し
た
日
付
は
不
明
で
あ
る
が
、
直
前
の
記
事
は
二

月
二
九
日
、
経
基
奏
上
後
の
記
事
は
三
月
二
五
日
で
あ
る
。
駅
鈴

の
裏
面
に
追
刻
さ
れ
た
「
三
月
十
一
日
」
は
二
月
二
九
日
か
ら
三

月
二
五
日
に
挟
ま
れ
た
日
付
で
あ
る
。（
東
洋
文
庫
『
将
門
記
』

一

三
〇
五
〜
二
〇
頁
）

南
朝
の
正
史
と
も
い
う
べ
き
『
神
皇
正
統
記
』
で
は
「
平
将
門

の
乱
」
に
つ
い
て
六
一
代
朱
雀
天
皇
の
記
述
の
中
で

た
か
も
ち

此
御
時
、
平
の
将
門
と
云
物
あ
り
。
上
総
介
高
望
が
孫
也
。
執

せ
ん
じ

政
の
家
に
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
が
、
使
の
宣
旨
を
望
申
け
り
。
不

許
な
る
に
よ
り
い
き
ど
を
り
を
な
し
、
東
国
に
下
向
し
て
叛
逆
を

お
こ
し
け
り
。（
日
本
古
典
文
学
大
系
８７
『
神
皇
正
統
記

増
鏡
』

一
三
〇
頁
）

と
、
平
将
門
を
逆
賊
と
し
て
い
る
。

南
朝
・
後
醍
醐
天
皇
か
ら
下
賜
さ
れ
た
と
伝
わ
る
駅
鈴
の
裏
面

に
、
南
朝
側
が
逆
賊
と
認
識
し
、
乱
の
画
期
と
な
っ
た
日
付
「
天

慶
二
己
亥
年

三
月
十
一
日
」
が
追
刻
さ
れ
て
い
る
の
は
、
地
元

賀
名
生
の
南
朝
に
心
を
寄
せ
て
い
た
後
世
の
人
が
、
南
朝
を
顕
彰

す
る
た
め
に
心
覚
え
に
刻
ん
だ
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
私
は
想

像
す
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
私
の
思
い
付
き
で
、
と
う
て
い
実
証
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

世
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
鬼
面
駅
鈴

近
世
の
書
物
の
中
で
、
絵
図
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
鬼
面
駅

鈴
の
類
品
を
見
て
い
き
た
い
。
賀
名
生
の
駅
鈴
と
の
比
較
を
容
易

に
す
る
た
め
、
紹
介
文
献
の
記
述
か
ら
お
よ
そ
三
分
一
の
縮
尺
に

し
た
も
の
を
作
成
し
て
み
た
。

①
賀
名
生
駅
鈴

全
長
二
九
．
三
㎝

②
鹿
島
神
宮
正
等
寺
『
集
古
十
種
』（
一
八
〇
〇
年
）
全
長
約
三

三
．
三
㎝
（
一
尺
一
寸
）

③
佐
竹
家
蔵
『
集
古
十
種
』（
一
八
〇
〇
年
）
全
長
約
二
八
．
三

㎝
（
集
古
十
種
に
二
分
一
の
図
あ
り
）

④
伊
勢
神
宮
『
栗
里
先
生
雑
著
』
巻
三
（
一
八
八
四
年
）
残
存
長

約
二
〇
．
二
㎝
（
六
寸
六
分
五
厘
）

こ
の
図
の
説
明
「
こ
の
図
は
下
野
国
都
賀
郡
木
村
の
民
淵
名
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太
郎
左
衛
門
所
伝
の
も
の
を
、
我

水
戸
市
木
村
伝
六
の
家
に
蔵
せ
る

を
写
し
と
れ
る
也
。
今
は
伊
勢
神

宮
に
納
め
た
り
」
と
あ
る
。

⑤
下
総
国
吾
嬬
神
社
「
駅
路
鈴
考
」

（
一
七
八
四
年
）
大
き
さ
不
明

こ
の
よ
う
に
賀
名
生
の
駅
鈴
と
似
た

も
の
が
江
戸
時
代
か
ら
報
告
さ
れ
て
お

り
、
賀
名
生
の
例
が
孤
立
し
た
特
異
な

も
の
で
は
な
こ
と
が
分
か
る
。

鬼
面
駅
鈴
偽
作
説

世
に
い
く
つ
か
知
ら
れ
る
鬼
面
駅
鈴

に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
偽
作
と
す
る
説

も
当
然
な
が
ら
公
表
さ
れ
て
い
る
。

①賀名生②正等寺③佐竹家
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樋
畑
雪
湖
『
日
本
駅
鈴
論
』（
国
際
交

通
文
化
協
会

一
九
三
九
年

三
〇
〜

三
七
頁
）

鬼
面
鈴

常
陸
鹿
島
神
社
の
神
宝
、
及
武
州
吾

嬬
神
社
の
神
宝
と
し
て
存
在
す
る
そ

の
類
の
も
の
で
、
伊
勢
貞
丈
の
紹
介

以
来
、
一
般
に
古
駅
鈴
と
し
て
許
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
は

之
を
単
な
る
鈷
鈴
と
見
て
、
断
じ
て

駅
鈴
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。

貞
丈
が
、
駅
鈴
の
剋
数
な
り
と
認
め

た
柄
の
横
線
は
、
鈷
鐸
鈴
杵
の
刻
み

に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
考
量
す
べ
き

何
等
の
価
値
も
な
い
。
…
（
中
略
）

…
当
時
の
模
造
と
認
む
べ
き
幾
多
大

同
小
異
の
類
似
品
、
即
ち
此
の
種
の

鬼
面
鈴
な
る
も
の
が
、
続
々
と
し
て

各
地
に
遺
存
す
る
を
見
る
。

④伊勢神宮⑤吾嬬神社
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滝
川
政
次
郎
『
出
雲
・
隠
岐
』（
平
凡
社

一
九
六
三
年

四
九

七
頁
）

駅
鈴
伝
符
考

伊
勢
貞
丈
の
『
駅
路
鈴
考
』
一
た
び
世
に
出
る
や
、
鬼
面
鈴
即

ち
柄
の
つ
い
た
鈴
が
真
の
駅
鈴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
そ
の
偽
物
も
所
々
方
々
で
造
ら
れ
た
。
そ
の
偽
物
を
買
求

め
た
人
の
子
孫
は
、
こ
れ
を
家
宝
と
し
て
伝
え
て
い
た
が
、
か

か
る
珍
宝
は
、
私
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
殊
勝
な
気
持
ち
を
起

し
て
、
こ
れ
を
伊
勢
太
神
宮
に
献
じ
た
人
が
あ
る
。
私
は
そ
の

鬼
面
鈴
を
大
神
宮
の
宝
庫
で
見
た
が
、
そ
の
添
札
に
は
、
こ
の

駅
鈴
は
、
我
家
に
往
古
よ
り
伝
わ
る
重
宝
で
あ
る
旨
が
し
る
さ

れ
て
あ
っ
た
。
ま
た
私
は
、
後
村
上
天
皇
の
行
在
所
に
充
て
ら

れ
た
と
い
う
伝
承
を
も
つ
、
大
和
国
吉
野
郡
賀
名
生
府
の
旧
家

堀
氏
の
宅
で
も
、
駅
鈴
と
称
す
る
鬼
面
鈴
を
見
せ
ら
れ
た
。
そ

の
鈴
の
面
に
は
、「
延
喜
七
年
」
の
陰
刻
が
い
た
ず
ら
さ
れ
て

い
て
、
明
ら
か
に
江
戸
時
代
の
偽
作
品
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
し

て
い
る
。
明
和
（
一
七
六
四
〜
七
二
）、
天
明
（
一
七
八
一
〜

八
九
）
以
後
に
お
け
る
江
戸
時
代
の
社
会
は
、
こ
う
し
た
偽
物

が
た
く
さ
ん
造
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。

樋
畑
氏
、
滝
川
氏
と
も
鬼
面
駅
鈴
に
つ
い
て
偽
物
と
断
じ
て
い

る
。
両
氏
と
も
伊
勢
貞
丈
が
「
駅
路
鈴
考
」（
一
七
八
四
年
）
に

お
い
て
②
鹿
島
神
宮
正
等
寺
、
⑤
下
総
国
吾
嬬
神
社
の
鬼
面
駅
鈴

を
真
物
と
判
断
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
類
似
す
る
偽
物
が
作
ら
れ

た
と
す
る
。
滝
川
氏
は
賀
名
生
の
駅
鈴
を
見
て
い
た
よ
う
だ
が
、

「
天
慶
二
己
亥
年

三
月
十
一
日
」
を
「
延
喜
七
年
」
と
読
ん
で

い
る
。

私
に
は
賀
名
生
の
例
も
含
め
て
鬼
面
駅
鈴
を
真
物
・
偽
物
と
即

断
す
る
材
料
、
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、
次
に
先
人

の
見
解
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

鬼
面
駅
鈴
に
言
及
す
る
史
料

Ａ
一
一
九
四
年
（
建
久
五
）
の
記
述
『
扶
桑
見
聞
私
記
』（
大
阪

府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
）

一
二
月
二
五
日

駅
路
の
鈴
の
事
、
所
出
を
不
知
。
神
代
よ
り
相
承
あ
り
し
駅
路

の
鈴
と
云
は
、
何
れ
の
御
代
よ
り
か
鹿
嶋
明
神
の
宝
前
に
有
奉

納
。
其
形
似
柄
香
炉
、
其
音
高
し
。
昔
は
賜
彼
鈴
、
朝
敵
退
治

の
人
持
参
し
、
収
彼
鈴
、
軍
兵
を
指
揮
し
け
る
と
云
り
。
彼
鈴
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は
能
悪
魔
を
降
伏
す
と
也
。

Ｂ
一
七
〇
四
年
（
宝
永
元
）
谷
重
遠
『
新
蘆
面
命
』（
少
年
必
読

日
本
文
庫

四
編

三
九
頁
）

三
月
二
一
日

鈴
は
只
今
の
道
中
御
朱
印
と
同
じ
。
伝
馬
を
此
鈴
に
て
出
す
に

よ
り
、
駅
路
の
鈴
と
申
候
。
鹿
島
の
神
宝
に
伝
は
り
有
之
也
。

Ｃ
一
七
七
五
年
〜（
安
永
四
〜
）
大
田
南
畝
『
一
話
一
言
』
巻
五

（
日
本
随
筆
大
成

別
巻
│
一

二
三
三
〜
三
四
頁
）

常
陸
国
鹿
島
郡
正
等
寺
に
駅
路
鈴
あ
り
。
林
祭
酒
〈
信
智
〉

（
林
述
斎
一
七
六
八
〜
一
八
四
一
）
の
記
せ
る
文
あ
り
。
其
図

左
の
如
し
。（
図
あ
り
）

羽
倉
在
満
（
荷
田
在
満
一
七
〇
六
〜
五
一
）
が
み
た
る
所
と
は

大
き
に
異
な
る
も
の
な
り
。

Ｄ
一
七
七
七
年
（
安
永
六
）
谷
川
士
清
『
倭
訓
栞
』（
増
補
語
林

倭
訓
栞

上
巻

三
一
八
頁
）

え
き
ろ
の
す
ず

駅
路
の
鈴
也
。
禁
秘
抄
に
、
或
は
六
角
、
或

は
八
角
と
見
ゆ
。
…
（
中
略
）
…
世
に
称
す
る
所
の
も
の
は
西

土
の
虎

也
と
い
へ
り
。
鹿
島
神
宮
に
蔵
す
物
は
実
形
也
。

Ｅ
一
七
七
八
年
（
安
永
七
）
小
栗
百
万
『
屠
龍
工
随
筆
』（
続
日

本
随
筆
大
成

九

三
五
頁
）

駅
路
の
鈴
は
、
将
軍
の
う
つ
て
の
使
に
む
か
ふ
時
、
節
刀
に
添

へ
て
給
は
る
な
り
。
末
の
代
に
至
て
、
む
か
し
の
例
も
知
れ
ざ

れ
ば
と
て
、
唯
御
鈴
給
ひ
け
り
と
平
家
物
語
に
見
え
、
禁
秘
御

抄
に
、
彼
鈴
八
角
六
角
と
あ
る
も
の
と
ぞ
載
さ
せ
給
へ
る
に
、

常
陸
鹿
島
の
御
宝
殿
に
籠
た
る
所
の
も
の
を
、
絵
に
う
つ
し
た

る
を
見
し
に
、
長
さ
六
寸
許
に
て
、
頭
は
鰐
口
の
歯
を
む
き
出

し
た
る
が
如
く
、
を
そ
ろ
し
き
目
鼻
あ
り
て
、
鬼
の
手
の
ご
と

く
な
る
も
の
二
本
あ
り
て
、
頭
の
脇
に
持
べ
き
と
お
も
ふ
所
は

巫
女
の
ふ
る
鈴
の
柄
の
ご
と
く
に
の
び
て
、
末
は
又
尾
の
ご
と

く
な
る
二
つ
に
別
、
早
わ
ら
び
の
様
に
き
り
き
り
と
巻
て
、
両

方
共
に
外
の
方
へ
向
た
る
八
角
や
ら
ん
六
角
や
ら
ん
絵
な
れ

ば
、
し
か
と
別
れ
ざ
れ
ど
も
、
鉄
に
て
作
り
た
る
物
に
や
墨
に

て
黒
く
ぬ
り
た
る
。
そ
の
色
の
黒
き
も
の
と
は
お
も
は
る
る
か

し
。
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Ｆ
一
七
八
四
年
（
天
明
四
）
伊
勢
貞
丈
「
駅
路
鈴
考
」（
新
訂
増

補
故
実
叢
書
『
安
斎
随
筆

第
二
』
三
一
六
頁
）

下
総
国
葛
飾
郡
吾
嬬
神
祠
と
常
陸
国
鹿
嶋
郡
正
等
寺
と
此
両
処

に
蔵
す
る
者
、
其
制
形
大
に
同
く
し
て
少
し
く
異
也
。
其
の
形

お
た
ま
じ
ゃ
く
し

状
蝌
蚪
の
後
脚
を
生
じ
た
ら
ん
が
如
く
に
て
、
其
の
背
腹
に

眼
耳
鼻
口
あ
り
て
鬼
面
に
似
た
り
。
其
の
柄
に
剋
数
と
謂
ふ
べ

き
者
あ
り
。
其
の
體
、
吾
が
朝
の
人
の
意
巧
よ
り
出
つ
べ
き
者

と
は
見
え
ず
。
思
ふ
に
上
古
吾
が
朝
家
の
制
度
・
儀
物
、
唐
朝

を
模
擬
せ
ら
れ
し
か
ば
、
駅
鈴
も
亦
唐
制
を
模
せ
ら
れ
し
に

や
。
彼
の
両
鈴
、
共
に
大
に
同
じ
け
れ
ど
も
、
少
し
く
異
な
る

所
あ
る
は
、
造
作
の
時
世
に
も
依
る
歟
。
古
き
官
家
の
文
書
を

見
る
に
、
天
子
の
御
印
を
捺
し
た
る
あ
り
。
其
の
文
字
、
天
皇

御
璽
の
字
様
、
曲
直
肥
痩
少
異
あ
り
。
官
印
亦
然
り
。
是
れ
時

世
に
依
り
て
少
異
あ
る
也
。
彼
の
両
鈴
の
少
異
も
亦
其
の
類

歟
。
彼
の
鈴
、
剋
数
と
謂
ふ
べ
き
者
あ
れ
ば
、
是
れ
其
の
真
物

に
も
や
あ
る
ら
ん
。
左
の
図
の
如
し
。（
図
２
枚
は
い
る
）

Ｇ
一
七
八
六
年
（
天
明
六
）
諦
忍
『
空
華
談
叢
』
巻
一
（
大
日

本
仏
教
全
書

一
四
九
冊

三
九
〇
〜
九
一
頁
）

駅
路
の
鈴

今
の
世
に
は
、
其
器
絶
て
無
し
て
僅
に
存
す
。
常
州
鹿
嶋
郡
正

等
寺
に
現
存
す
。
其
形
勁
正
に
し
て
、
其
製
朴
古
な
り
。
今
之

を
示
さ
ん
。（
図
あ
り
）

Ｈ
一
八
〇
九
年
（
文
政
六
）
石
上
宣
続
『
卯
花
園
漫
録
』
巻
四

（
日
本
随
筆
大
成

二
期
│
二
三

一
八
三
頁
）

常
陸
鹿
島
正
等
寺
所
蔵
、
駅
路
銀
と
い
ふ
も
の
、
空
華
談
叢
に

出
た
り
。
此
物
い
に
し
へ
に
云
ふ
駅
路
の
鈴
な
り
や
。（
図
あ

り
）

Ｉ
一
八
二
九
年
（
文
政
一
二
）
橘
南
渓
『
北
窓
瑣
談
』（
日
本
随

筆
大
成

二
期
│
一
五

二
三
〇
頁
）

常
陸
国
鹿
島
の
神
庫
に
も
、
駅
路
鈴
あ
り
と
て
、
其
絵
図
を
み

た
り
し
に
、
山
伏
の
持
て
る
錫
杖
の
形
の
ご
と
く
長
き
物
な
り

し
。
異
製
の
鈴
に
や
。
ま
た
天
明
年
間
（
一
七
八
一
〜
八
九
）、

河
内
国
よ
り
掘
出
し
た
り
と
て
、
青
き
銅
の
鶏
の
形
し
た
る

鈴
、
京
へ
持
登
り
て
売
し
人
の
有
け
る
に
、
並
河
氏
、
伏
見
の

宮
に
御
覧
に
入
奉
り
し
に
、
是
は
我
家
に
無
く
て
叶
は
ざ
る
も
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の
と
て
、
価
を
下
さ
れ
て
召
れ
し
と
ぞ
。
並
河
氏
後
に
物
語
な

り
き
。
宮
に
は
何
の
御
用
に
か
有
ら
ん
。

Ｊ
一
八
二
九
年
（
文
政
一
二
）
茅
原
虚
斎
『
茅
窓
漫
録
』
上

（
日
本
随
筆
大
成

一
期
│
二
二

二
五
頁
）

駅
路
鈴

駅
路
鈴
は
、
常
陸
国
鹿
島
明
神
正
等
寺
の
什
物
に
し
て
、
其
長

そ
な
は

壱
尺
壱
分
（
約
三
三
．
三
㎝
）、
耳
目
口
鼻
皆
具
る
。
形
甚
奇

ひ
か
げ

雅
な
り
。
又
河
内
〈
丹
北
郡
長
原
村
〉
日
蔭
明
神
（
現
・
志
紀

長
吉
神
社
）
の
宝
物
に
も
あ
り
し
が
、
今
は
同
地
丹
上
郷
弥
五

郎
が
家
に
秘
蔵
せ
り
。
そ
の
形
、
鹿
島
の
も
の
と
は
、
少
々
異

な
る
所
あ
り
て
、
面
目
見
え
兼
る
と
い
ふ
。
駅
路
鈴
は
、
古
き

書
に
も
数
多
見
え
て
、
鹿
島
に
伝
ふ
る
も
の
は
、
扶
桑
見
聞
私

記
、〈
第
六
十
一
〉
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
十
二
月
下
に
大

庭
景
義
曰
駅
路
鈴
の
事
出
る
所
を
し
ら
ず
。
神
代
よ
り
相
承
あ

り
し
駅
路
鈴
と
い
ふ
は
、
何
れ
の
御
代
よ
り
か
、
鹿
島
神
の
宝

前
に
奉
納
あ
り
。
其
形
、
柄
香
炉
に
似
て
、
其
音
た
か
し
。
…

（
中
略
）
…
今
按
ず
る
に
、
駅
路
鈴
と
名
付
る
も
の
三
種
あ
り
。

鹿
島
・
日
蔭
両
社
に
伝
る
も
の
は
、
神
代
よ
り
相
承
あ
り
し
、

い
は
れ

其
所
謂
詳
な
ら
ず
。
一
説
に
、
是
は
鬼
面
鈴
な
り
と
も
い
ふ
。

Ｋ
一
八
三
四
年
（
天
保
五
）
穂
井
田
忠
友
『
高
ね
お
ろ
し
』
上

（
百
家
随
筆

第
二

四
四
〇
頁
）

駅
鈴

鹿
島
正
等
寺
所
蔵
の
鈴
と
て
、
其
図
を
標
出
し
て
奇
雅
也
と
称

揚
し
た
る
は
、
世
間
に
古
鈴
の
多
き
を
不
知
故
な
れ
ど
、
是
等

の
鈍
物
一
品
、
仮
令
其
鈴
を
獲
た
り
と
も
、
世
に
誇
る
べ
き
程

の
事
か
は
、
井
鮒
の
揺
鰭
一
噱
す
べ
し
。

Ｌ
一
八
四
八
年
（
嘉
永
元
）
栗
原
信
充
『
柳
庵
雑
筆
』
巻
二

（
日
本
随
筆
大
成

三
期
│
三

四
〇
九
頁
）

葛
飾
の
吾
嬬
森
の
神
社
の
神
宝
な
る
鈴
や
、
常
陸
国
鹿
島
正
等

寺
の
古
鈴
な
ど
を
、
駅
鈴
な
り
と
云
は
如
何
あ
る
べ
き
。

Ｍ
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）『
栗
里
先
生
雑
著
』
巻
三
（
九
二

頁
）一

代
一
度
奉
幣
の
社
の
考
〈
附
駅
路
鈴
の
事
〉

さ
ま

駅
鈴
の
體
は
、
下
総
葛
飾
郡
吾
嬬
神
社
の
蔵
持
、
常
陸
鹿
島
郡
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正
等
寺
の
蔵
持
に
、
剋
数
と
も
い
ふ
べ
き
筋
を
彫
た
る
あ
り
。

こ
れ
真
の
古
物
な
る
べ
く
や
。

Ｎ
一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
）
黒
川
真
道
「
駅
路
鈴
の
説
」『
考

古
学
会
雑
誌
』
二
│
八
（
二
九
六
頁
）

第
一
図
（
正
等
寺
）
の
種
類
に
は
、
柄
に
剋
数
の
如
き
も
の
あ

り
て
、
古
人
も
既
に
剋
数
な
ら
ん
と
の
説
あ
れ
ど
も
、
果
し
て

剋
数
な
り
や
お
ぼ
つ
か
な
し
。

Ａ
の
『
扶
桑
見
聞
私
記
』（
一
一
九
四
年
）
は
偽
書
と
す
る
見

解
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
除
外
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
れ
ら
先
人
の
記
述
を
見
る
と
、
現
に
存
在
し
て
い
る
鹿
島
正

等
寺
な
ど
の
鬼
面
駅
鈴
に
つ
い
て
、
真
物
と
す
る
見
解
（
Ｂ
・

Ｄ
・
Ｆ
・
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｍ
）
が
あ
る
。
一
方
、
偽
物
と
断
じ
る
見
解

（
Ｋ
・
Ｎ
）
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
い
う
物
が
あ
る
と
い
っ
た
事

実
を
紹
介
す
る
記
述
（
Ｃ
・
Ｅ
・
Ｉ
・
Ｊ
・
Ｌ
）
も
あ
る
。

滝
川
氏
は
明
和
（
一
七
六
四
〜
七
二
）、
天
明
（
一
七
八
一
〜

八
九
）
以
後
に
偽
物
が
作
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
鬼
面
駅
鈴

す
べ
て
を
江
戸
後
期
に
偽
作
さ
れ
た
も
の
と
断
ず
る
こ
と
に
私
は

賛
成
で
き
な
い
。

ま
と
め
に
か
え
て

賀
名
生
に
伝
わ
る
鬼
面
駅
鈴
を
紹
介
し
、
加
え
て
裏
面
に
追
刻

さ
れ
た
文
字
「
天
慶
二
己
亥
年

三
月
十
一
日
」
に
つ
い
て
推
論

を
述
べ
て
み
た
。
私
の
目
的
は
、
賀
名
生
の
駅
鈴
に
つ
い
て
客
観

的
事
実
を
紹
介
し
、
共
有
知
識
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
賀
名
生
の
駅
鈴
が
伝
承
の
と
お
り
後
醍
醐
天
皇

か
ら
下
賜
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
こ
と
が

小
文
の
目
的
で
は
な
い
。
と
は
言
う
も
の
の
、
い
さ
さ
か
思
う
と

こ
ろ
、
蛇
足
を
綴
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。

後
醍
醐
は
政
争
の
中
に
あ
っ
て
一
三
三
二
年
（
元
弘
二
）
四
月

二
日
、
隠
岐
に
流
さ
れ
た
。
後
醍
醐
の
隠
岐
で
の
所
在
地
に
つ
い

て
『
増
鏡
』
に
は

海
づ
ら
よ
り
は
す
こ
し
入
た
る
国
分
寺
と
い
ふ
寺
を
、
よ
ろ
し

き
さ
ま
に
と
り
拂
い
て
、
お
は
し
ま
し
所
に
定
む
。（
日
本
古

典
文
学
大
系
８７
『
神
皇
正
統
記

増
鏡
』
四
六
五
頁
）
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と
あ
り
、
島
後
の
国
分
寺
が
行
在
所
だ
っ
た
。
島
後
の
玉
若
酢
命

神
社
に
は
古
代
の
モ
ノ
と
さ
れ
る
駅
鈴
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
玉
若

酢
命
神
社
と
後
醍
醐
の
居
た
国
分
寺
は
僅
か
な
距
離
で
あ
る
。
後

醍
醐
は
寺
社
に
伝
わ
る
古
物
・
宝
物
つ
い
て
大
い
な
る
興
味
を
抱

い
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
坂
口
太
郎
「
後
醍
醐

天
皇
の
寺
社
重
宝
蒐
集
に
つ
い
て
」『
鎌
倉
時
代
の
権
力
と
制
度
』

二
〇
〇
八
年
）。
後
醍
醐
は
国
分
寺
か
ら
程
近
い
玉
若
酢
命
神
社

に
出
向
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
古
代
律
令
時
代
モ
ノ
と

伝
わ
る
駅
鈴
を
後
醍
醐
は
見
た
の
で
あ
ろ
う
。（
隠
岐
の
駅
鈴
は

古
代
の
モ
ノ
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
私
の
想
像
す
る

脈
絡
で
は
後
醍
醐
の
時
代
に
玉
若
酢
命
神
社
に
駅
鈴
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。）
駅
鈴
は
朝
廷
と
地
方
を
直
接
的
に
結
び
付

け
る
モ
ノ
で
あ
る
。
新
た
な
国
家
像
を
懐
い
て
い
た
後
醍
醐
は
、

か
つ
て
の
世
で
朝
廷
と
地
方
と
を
結
び
つ
け
た
駅
鈴
が
存
在
し
て

い
る
と
い
う
事
実
を
隠
岐
の
地
で
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ

と
が
自
ら
樹
立
し
た
新
た
な
政
権
に
お
い
て
、
朝
廷
と
地
方
を
結

ぶ
モ
ノ
・
駅
鈴
を
作
り
、
地
方
に
配
布
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
の
形
は
、
自
ら
が
信
仰
す
る
真
言
密
教
の
儀
式
で
用

い
る
法
具
の
デ
ザ
イ
ン
を
取
り
い
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
は
私
の
大
い
な
る
想
像
で
、
と
う
て
い
実
証
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
黙
殺
さ
れ
る
よ
う
な
妄
想
で
あ
る
。
賀
名
生
の
駅
鈴

の
計
測
値
、
観
察
し
た
事
実
、
写
真
、
図
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
が

私
の
唯
一
、
最
大
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
述
べ
て
お
く
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
家
宝
の
駅
鈴
の
調
査
、
写
真
撮
影
を

許
可
し
て
下
さ
っ
た
堀
家
ご
当
主
・
堀
丈
太
様
、
駅
鈴
の
実
見
に

あ
た
り
ご
高
配
を
賜
っ
た
歴
史
民
俗
資
料
館
・
館
長
鍵
本
理
恵

氏
、
五
條
市
教
育
委
員
会
・
学
芸
員
山
本
望
実
氏
に
深
謝
い
た
し

ま
す
。追

記二
〇
二
一
年
一
一
月
二
八
日
、
玉
若
酢
命
神
社
を
訪
れ
た
。
そ
の

際
、
神
社
億
岐
家
の
方
か
ら
、
九
州
歴
史
資
料
館
が
行
っ
た
隠
岐
国

駅
鈴
の
成
分
分
析
の
結
果
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
駅
鈴
の
金
属
成
分
は
、
正
倉
院
の
青
銅
鏡
や
法
隆
寺
の
仏

具
の
事
例
と
同
様
で
、
奈
良
時
代
に
造
ら
れ
た
と
判
断
で
き
る
と
の

こ
と
。
後
醍
醐
の
存
命
中
に
隠
岐
国
駅
鈴
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

確
実
に
な
っ
た
。
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